
島 根 県 報

� �

島根県立農業大学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

島根県立農業大学校学則の一部を改正する規則

島根県立農業大学校学則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�����号 平成��年��月��日 (�)

� �

� �

島根県立農業大学校学則の一部を改正する規則 （農 業 経 営 課） �


 �

介護保険法の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定 （高齢者福祉課） �

平成��年度定期種畜検査に合格した種畜 （農畜産振興課） 	

平成��年度地方の臨時種畜検査に合格した種畜 （ 〃 ） �

保安林の指定施業要件の変更（
件） （森 林 整 備 課） �

森林法第���条の規定による告示及び掲示 （ 〃 ） �

漁業災害補償法の規定に基づく同意 （水 産 課） �

漁業災害補償法に規定する加入区の設定の一部改正 （ 〃 ） �

� 


家畜人工授精に関する講習会の開催 （農畜産振興課） �

平成��年度島根県狩猟免許試験の実施 （森 林 整 備 課） ��

開発行為に関する工事の完了 （都 市 計 画 課） ��

�
�

施設警備業務�級検定及び級検定の実施 （警 察 本 部） ��

����������������������������������������������������
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平成��年��月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

������������������������������

�������������

◇������������ !"#$%&��（規則第��号）

 規則の概要

� 入学願書の様式の整理（様式第号関係）

� 引用する条項の整理

� 施行期日

平成��年 月日から施行することとした。ただし、の�については、学校教育法等の一部を改正する

法律の施行の日から施行することとした。
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島 根 県 報

第�条第�号中「第��条」を「第��条」に改める。

様式第�号中

同様式注を次のように改める。

注 写真欄には、出願前�月以内に無帽で正面から上半身を撮影した写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したも

のをはり付けてください。

� �

この規則は、平成	�年
月�日から施行する。ただし、第�条第�号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法

律（平成��年法律第��号）の施行の日から施行する。

� �

������	
��

介護保険法（平成�年法律第�	号）第��条第�項第�号の規定に基づき、指定介護療養型医療施設を次のとおり指定

したので、同法第���条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第���	�号 平成��年��月��日(	)

「

」

を

現 住 所 県
市

郡

町

村
番地

連 絡 先 県
市

郡

町

村
番地

保護者氏名
自 宅 の

電 話 番 号

「

」

に改め、

現 住 所
県

市

郡

町

村
番地

（電話 － － ）

連 絡 先

（現住所と異
なる場合のみ
記入するこ
と。）

県
市

郡

町

村
番地

（電話 － － ）

開 設 者 の 名 称 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地
指 定
年月日

医療法人 祐和会 原田医院 松江市津田町�番地
平成��年
��月��日



島 根 県 報
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家畜改良増殖法（昭和��年法律第���号）第�条の規定に基づく平成��年度定期種畜検査に合格した種畜は、次のとお

りである。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年��月��日 (	)

種畜証明書番号
名 前

（登録・登記番号）
品 種 検査成績

平��

島根県


第
号

秀山六 馬
級外

（日馬繁	�������） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

隠岐桜 〃
級外

（日馬繁	������） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

若桜�－� 〃
級外

（日馬繁	�������） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

長春 〃
級外

（日馬繁	��������） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

長橋 〃
級外

（日馬補血���	�����） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

忠羽六 〃
級外

（日馬補血���	�����） 日本輓系種

平��

島根県


第�号

平文勝 牛

級

（全和黒原��	�） 黒毛和種

平��

島根県


第�号

千宝 〃

級

（全和黒原����） 黒毛和種

平��

島根県


第�号

第�幸武 〃

級

（全和黒原���） 黒毛和種

平��

島根県


第��号

福娘 〃

級

（全和黒原���） 黒毛和種

平��

島根県


第��号

照茂平 〃
�級

（全和��子島黒�������） 黒毛和種

平��

島根県


第��号

桜一博 〃
�級

（全和�子受卵島黒	�����） 黒毛和種

平��

島根県


第�	号

徳重波 〃
特級

（全和黒高����） 黒毛和種

平��

島根県


第��号

正北国 〃
�級

（全和黒原	��） 黒毛和種



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日(�)

平��

島根県�

第��号

糸重福 〃
�級

（全和黒原����） 黒毛和種

平��

島根県�

第�	号

花福平 〃

級

（全和黒��	��） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

砂乃器 〃

級

（全和黒原����） 黒毛和種

平��

島根県�

第�号

八岐大蛇 〃

級

（全和黒�����） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

菊勝� 〃

級

（全和��子受卵島黒�������） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

鶴福桜 〃

級

（全和�	子島黒��	����） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

瀬之谷 〃

級

（全和�	子島黒��	���） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

温泉華 〃

級

（全和黒原���） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

平金勝 〃

級

（全和黒原����） 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

佐比売 〃

級

(全和黒原��	) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

国米���� 〃

級

(全和��子受卵島黒����) 黒毛和種

平��

島根県�

第�	号

院道���� 〃

級

(全和��子受卵島黒����) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

茂城�� 〃

級

(全和黒原���) 黒毛和種

平��

島根県�

第�号

茂中桜 〃
�級

(全和黒原����) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号
����

豚
級外

雑種

平��

島根県�

第��号
����

〃
級外

雑種

平��

島根県�

第��号
���	

〃
級外

雑種
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家畜改良増殖法（昭和��年法律第���号）第�条第�項第�号の規定に基づく平成��年度地方の臨時種畜検査に合格し

た種畜は、次のとおりである。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和�	年法律第�
�号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

第���
号 平成��年��月��日 (�)

平��

島根県�

第��号
�
��

〃
級外

雑種

平��

島根県�

第��号

第�英桜 牛
�級

(全和��子島黒����	��) 黒毛和種

平��

島根県�

第�
号

碇 〃
�級

(全和�	子受卵島黒��	���	) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

花舞 〃
�級

(全和�	子島黒��	����) 黒毛和種

平��

島根県�

第�	号

重花� 〃
�級

(全和�	子島黒��	����) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

椋槇勝 〃
�級

(全和�	子島黒��	����) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

福茂 〃
�級

(全和�	子島黒��	��

) 黒毛和種

平��

島根県�

第��号

千代花国 〃
�級

(全和�	子受卵島黒��	����) 黒毛和種

種畜証明書番号
名 前

（登録・登記番号）
品 種 検査成績

平��

島根県臨
第�号

浜花 牛
�級

（黒原
���） 黒毛和種

平��

島根県臨
第�号

花糸安 〃
�級

（黒原
��	） 黒毛和種



島 根 県 報

雲南市掛合町波多����－�、����－�、飯石郡飯南町八神����、���	、�	��－�、�	
�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び飯南町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

��������	


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

において準用する同法第��条第�項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示（重要流域（平成��年�月��日農林水産

省告示第�
�号で指定された重要流域をいう。）に係るものを除く。）で定めるところによる。

昭和��年��月�	日農林省告示第���
号（�に係るものに限る。）、平成�年�月�日農林水産省告示第���号（�に

係るものに限る。）

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び飯南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

において準用する同法第��条第�項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成元年�月��日農林水産省告示第��号（�に係るものに限る。）

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

第�����号 平成��年��月��日(�)



島 根 県 報
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森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第	項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年
�月
�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示（重要流域（平成
�年�月��日農林水産

省告示第���号で指定された重要流域をいう。）に係るものを除く。）で定めるところによる。

平成�年月�日農林水産省告示第���号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び飯南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第	項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年
�月
�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

浜田市弥栄町田野原���－�から���－	まで

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


平成
�年島根県告示第���号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相手

方が不分明であるので、森林法（昭和��年法律第���号）第
��条の規定に基づき、その通知の内容を浜田市役所に掲示す

るとともにその要旨を告示する。

平成
�年
�月
�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

第
����号 平成
�年
�月
�日 (�)



島 根 県 報

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

���������	

次の加入区の漁業の区分については、漁業災害補償法（昭和��年法律第���号）第���条第�項の規定による同意があっ

たと認めたので、同条第�項において準用する同法第���条の�第	項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛


 加入区の名称

五箇・都万加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね西郷支所の地区のうち、五箇出張所及び都万出張所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げる

漁業の表�の項漁業の区分の欄の�に掲げる漁業の区分

��������
	

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の一部を次のように改正し、平成��年��月��

日から施行する。

この告示による改正後の規定は、その共済責任期間の開始日が平成��年��月��日以後の日である共済契約について適用

し、その共済責任期間の開始日が平成��年��月��日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

漁業災害補償法第���条第�号に掲げる漁業の表�の項漁業の区分の欄の�から�までを次のように改める。

第�����号 平成��年��月��日(�)

保 安 林 の 所 在 場 所
不 分 明 で あ る 通 知 の 相 手 方

保安林の権利者 住 所

浜田市金城町上来原���－
、���－�、��－

�、��－��、���－��、���－�

木原 稔香 浜田市金城町上来原���－


浜田市金城町追原����－
、����－
、����－


、����－�、����－
、����、����－


松本 裕喜 江津市桜江町八戸����

浜田市金城町追原����、����、���、���内
、

���－�、��、��－
、���、����、����、

����－
、����－�、����、����、����内�、

����内	、����－��、����、����－�

佐々川 厚 大阪市此花区島屋町�－	－��守孝荘

浜田市金城町追原���� 岡山 健勝 山口県岩国市飯田町�丁目�－��号

浜田市金城町追原����内�、����－�� 岡山 松平 山口県熊毛郡田布施町波野��－�

浜田市金城町追原����、����－
、����、����、

���、���内
、���－�、��、��－
、

���、����、����、����－
、����－�、����、

����内	、����、����－�

佐藤 一子 大阪府寝屋川市春日町��－��
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� 削除

� �に掲げる漁業以外の漁業で松江市島根町野井、野波及び多古（通称多古）の者が営む漁業

� 削除

� 削除

� �

家畜改良増殖法（昭和��年法律第��	号）第
�条第�項の規定に基づく家畜人工授精に関する講習会を次のとおり開催

する。

平成
	年
�月
	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 開催場所

� 学科及び試験

大田市波根町	��－� 島根県立農業大学校

� 実習

大田市波根町	��－� 島根県立農業大学校

出雲市古志町��� 島根県畜産技術センター

雲南市木次町下熊谷��� 島根県畜産技術センター（育種部門）

� 開催期間

平成��年�月��日（月）から同年�月�	日（金）まで

� 受講者の定員

��名程度

� 講習に係る家畜の種類

牛

� 講習の科目

� 学科

畜産の概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、関係法規、生殖器解剖、繁殖生理、精子生理、種付けの

理論、人工授精

� 実習

家畜の飼養管理、家畜の審査、生殖器解剖、発情鑑定、精液精子検査法、人工授精

� 受講資格

家畜人工授精に関する学識、技術を習得し得る能力を有する者で免許取得後、家畜人工授精の業務に従事する者

� 受講願書の提出期限

平成
	年
�月
	日（水）

� 受講の手続

講習を受けようとする者は、受講願書を住所地を管轄する家畜保健衛生所の長を経由して、知事に提出すること。

� 受講者の決定

知事は受講者を決定したときは、その旨を書面により本人に通知する。


� 受講手数料


�����円に相当する島根県収入証紙を受講願書の所定の欄にはり付けること。

ただし、免除科目のある者は、当該科目に関する受講手数料を免除される。



 その他

この講習会の受講についての問合せは、松江市殿町
番地島根県農林水産部農畜産振興課食料安全推進室（����－��

第
�	��号 平成
	年
�月
	日 (	)
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－����）又は最寄りの家畜保健衛生所にすること。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成��年法律第��号。以下「法」という。）第��条及び鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律施行規則（平成��年環境省令第��号）第��条第�項の規定に基づき、平成��年度島根県狩猟免許

試験を次のとおり実施するので、同条第	項の規定に基づき公告する。

平成��年�
月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 対象者

県内に住所を有し、狩猟免許を受けようとする者

	 狩猟免許を受けることができない者

法第�
条の狩猟免許の欠格事由に該当する者

� 試験科目等

� 適性試験

� 知識試験

ただし、法第��条第�号に該当する者については、知識試験科目のうち、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

令、鳥獣の保護管理及び鳥獣に関する知識を免除するとともに、試験時間を�
分とする。

� 技能試験

第�����号 平成��年�
月��日(�
)

科 目 検 査 事 項

視 力 視力及び視野の検査

聴 力 聴力の検査

運 動 能 力 歩行､ 四肢の屈伸､ 挙手及び手指の運動能力の検査

科 目 時 間

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令

�
分
鳥獣の保護管理

猟具に関する知識

鳥獣に関する知識

免許の種類 試 験 事 項

網猟免許 � 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。

	 指定する法定猟具の�つを架設すること。

� 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。

わな猟免許 � わなを見て当該猟具の使用の是非を判別すること。

	 指定する法定猟具の�つを架設すること。

� 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。

第�種銃猟免許 � 模造銃（空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第号までにおいて同

じ。）について点検、分解及び結合の操作を行うこと。

	 模造銃に模造弾を装填し、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。

� 	人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を

用いて行うこと。

 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
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� 開催日時、場所等

� 狩猟免許申請方法等

� 狩猟免許申請手続

狩猟免許申請書に記載事項を記入し、写真（申請前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦���セ

ンチメートル、横���センチメートルのもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの）	枚及び返信用封筒

（受験票の送付に必要な郵送料に相当する郵便切手をはり付け、あて名を明記したもの）を添えて申請すること。

また、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和��年法律第�号）第�条第	項第	号の規定による猟銃又は空気銃の所持の

許可を現に受けている場合にあっては当該許可に係る許可証の写しを、当該許可を現に受けていない場合にあっては

医師の診断書を添付すること。

� 狩猟免許申請手数料

� 狩猟免許申請書提出期限

島根県農林水産部森林整備課、隠岐支庁農林局林業振興・普及グループ、各農林振興センター林業振興グループ及

び事務所総務・鳥獣スタッフに備え付けた狩猟免許申請書により、試験実施日の
�日前までに持参又は郵送により提

出すること。

なお、郵送する場合は、封筒の表に「狩猟免許申請書」と朱書きし、試験実施日の
�日前までに必着とすること。

� 申請書の提出先

郵便番号���－��
 松江市殿町	番地 島根県農林水産部森林整備課鳥獣対策室（電話���－��－�
��）

� その他

� 試験を受けようとする者は、交付を受けた受験票を試験当日必ず携行し、受付に提出すること。

� 試験についての問合せは、島根県農林水産部森林整備課鳥獣対策室、隠岐支庁農林局林業振興・普及グループ、各

農林振興センター林業振興グループ及び事務所総務・鳥獣スタッフにすること。

第
����号 平成
�年
�月
�日 (

)

� 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後

射撃姿勢をとること。

� 距離の目測を行うこと。

� 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。

第�種銃猟免許 	 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後

射撃姿勢をとること。

� 距離の目測を行うこと。

� 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。

月 日 時 間 所在地及び会場名 対 象 区 域



月�
日（水） 午前�時～
松江市東津田町
��
－	

松江合同庁舎
県内全域



月�日（水） 午前�時～
浜田市片庭町���

浜田合同庁舎
県内全域

	 法第��条各号のいずれかに

該当する者

� 網猟免許又はわな猟免許 �����円

� �以外の免許 �����円

� 	以外の者 � 網猟免許又はわな猟免許 �����円

� �以外の免許 �����円
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次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により公告す

る。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 開発区域

安来市島田町字浜田�		番


面積 	�����平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

安来市島田町�番地

岩� 晴美

� � � � � � �

�	
�����������

警備業法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第��条第�項に規定する検定を次のとおり実施するので、警

備員等の検定等に関する規則（平成��年国家公安委員会規則第��号。以下「規則」という。）第�条の規定により告示す

る。

平成��年��月��日

島根県公安委員会委員長 伊 藤 裕

� 検定を実施する警備業務の種別、級、実施日時及び定員

� 実施場所

松江市打出町�	�番地� 島根県運転免許センター

� 検定の内容

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、学科試験は実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかっ

た者に対しては、実技試験を行わない。

� 学科試験の科目

第�����号 平成��年��月��日(��)

種 別 、 級 実 施 日 時 定 員

施設警備業務�級 平成��年�月��日（水）午前�時から午後
時まで ��人

施設警備業務�級 平成��年�月�日（水）午前�時から午後
時まで ��人

種 別 、 級 科 目

施設警備業務�級 ○ 警備業務に関する基本的な事項

○ 法令に関すること。

○ 警備業務対象施設における保安に関すること。

○ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。

施設警備業務�級 ○ 警備業務に関する基本的な事項

○ 法令に関すること。

○ 警備業務対象施設における保安に関すること。

○ 施設警備業務の管理に関すること。

○ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。
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� 実技試験の科目

� 受検資格

� 施設警備業務�級

島根県内に住所を有する者又は島根県内の営業所に属する警備員

� 施設警備業務�級

島根県内に住所を有する者又は島根県内の営業所に属する警備員であって、次のいずれかに該当する者

ア 規則第�条に規定する�級の検定（以下「�級検定」という。）（施設警備業務に係るものに限る。）に係る法

第��条第�項の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を受けている者であって、同合格証明書の交付

を受けた後、施設警備業務に従事した期間が�年以上であるもの

イ 都道府県公安委員会が前アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

� 受検手続に関する事項

� 受付期間

平成��年��月�	日（月）から同月��日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前
時�	分から午後�時まで

ただし、いずれも申請順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

� 受付場所

島根県内の住所地を管轄する警察署又は島根県内の営業所に属する警備員にあっては当該営業所の所在地を管轄す

る警察署

なお、郵送による申込みは受け付けない。

� 提出書類

ア 検定申請書（規則別記様式第�号）�通

イ 写真（申請前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦��	センチメートル、横��センチメートル

のもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）�葉

ウ 島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島根

県内に所在する営業所に属することを疎明する書面�通

エ 島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明す

る書面�通

オ 施設警備業務�級検定を受検しようとする者で、��アに該当する者にあっては、�級検定に係る合格証明書の

写し及び警備業務に従事していたことを証明する警備業者等が作成する警備業務従事証明書各�通。ただし、警備

業者が既に廃業しているなど、警備業務従事証明書を提出することができないことについてやむを得ない事情があ

る場合には、当該事情を疎明した上で、��アに掲げる者に該当することを誓約する書面及び履歴書各�通を警備

業務従事証明書に代えて提出する。

カ 施設警備業務�級検定を受検しようとする者で、��イに該当する者にあっては、�級検定受検資格認定書の写

し�通

� 検定手数料

第����号 平成��年�	月��日 (��)

種 別 、 級 科 目

施設警備業務�級 ○ 警備業務対象施設における保安に関すること。

○ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。

施設警備業務�級 ○ 警備業務対象施設における保安に関すること。

○ 施設警備業務の管理に関すること。

○ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。



平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)
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������円

検定申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書に貼付して納付すること。

なお、検定申請書を受理した後は、検定手数料は還付しない。

	 その他

� 受検票は、検定申請書を提出した警察署を通じて交付するので、検定当日に持参すること。

� 検定当日は、午前
時��分から同
時��分までを受付時間とする。

 問合せ先

島根県警察本部生活安全企画課（電話����－��－����内線����）又は島根県内の最寄りの警察署生活安全（刑事）課

（係）に行うこと。

第�����号 平成��年��月��日(��)


